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相談タイトル　

中古住宅の売買にあたり利用できるリフォーム補助制度について

　Q：ご相談内容

築５年を経過した戸建住宅について、売買の仲介を行う予定。
買主側から、物件のリフォームを行う場合に利用できる「補助金」の内容を
知りたいとの問い合わせがあり、利用可能な補助制度について聞きたい。

A：回答

長期優良化リフォームに係る補助、地域型住宅グリーン化事業（省エネ改修
型）、既存住宅における断熱リフォーム支援事業、県産木材使用リフォーム
工事補助、各地方自治体で行っているリフォーム補助制度等となります。実
際の利用についてはそれぞれの実施主体におたずね下さい。
（一般社団法人住宅リフォーム推進協議会のホームページを参照して下さ
い）


